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第７章 計画の着実な推進に向けて  

１ 計画の進捗状況のモニタリング  

地域の関係機関が連携し、地域の実情に応じた体制の整備について協議を⾏う機関である地
域自⽴⽀援協議会の中で、計画の進捗状況のモニタリングを定期的に⾏い、そこでの評価を計
画の実現に向けて反映させていきます。 

また、協議会でのモニタリングの内容やそこでの評価の政策への反映状況を市⺠に公開しま
す。 

 
２ 障害福祉サービス・障害児福祉サービスの提供体制の整備  

⺠間のサービス事業所に対して情報提供等を⾏うことにより、市内への新規参⼊を誘致する
など、サービスの提供体制の量的拡大を図っていきます。 

 
３ 市⺠参加の推進  

計画をより市⺠ニーズに沿ったものにするためには、市⺠が主体的に計画の策定や推進に参
画することが重要です。今後も計画の策定や⾒直しにあたっては、市⺠の意識や要望を把握す
るためのアンケート調査・ヒアリング調査等の各種調査や、パブリックコメントの実施等、市⺠
から幅広く意⾒を求める機会を設けていきます。 

また、計画をより効果的に実施していくためには、⾏政と市⺠、⺠間事業所及び関係機関が連
携・協働することが重要となります。そこで、本計画の施策を実施するにあたっては、既存のネ
ットワークを発展・拡充し、庁内外の関係機関との連携を強化していくとともに、障害福祉サー
ビス事業所や障害者団体の自発的な参加を推進し、四者が共に計画を推進する体制づくりを進
めます。 

 
４ PDCA サイクルによる進捗管理  

地域自⽴⽀援協議会の中で、PDCA サイクルに基づいて、本計画の進捗状況のモニタリング 
を定期的に⾏い、そこでの評価を計画の実現に向けて反映させていきます。


